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令和８年度 

中津川市ゼロカーボンシティ推進事業補助金 

-手続きガイド- 
 

受付期間：令和８年４月１日～令和９年３月１９日 

※予算内での先着順となります。 

受付場所：環境課窓口（中津川市役所水道分室内） 
 

※事業着手前に申請が必要です。 
 

中津川市では、「豊かな自然エネルギーを活かしたゼロカーボンシティ（脱炭素社会）の実現」を目指し、

以下の地球温暖化対策設備等を導入する方に対し、費用の一部を補助します。 

 

 

 

 

①蓄電システム（蓄電池）  １kWh 当たり１万円（上限 10kWh）。家庭用のみ。 

 ※新設もしくは既設の太陽光発電システム又は燃料電池システムと連系していること 

②V2H 充放電設備  １基につき 10 万円。家庭用のみ。 

 ※太陽光発電システム及び次世代自動車を保有している場合(同一年度導入も可)に限る。 

③次世代自動車（EV・PHV・FCV）  1 台につき 10 万円。個人用のみ。 

 ※EV・PHV の場合は、太陽光発電システム及び V2H 充放電設備を既に導入している場合 

（同一年度導入も可）に限る。 

④木質バイオマスストーブ  設置費用(税抜)の 1/3 以内の額(上限 5 万円）。家庭用のみ。 

 ※自己購入、設置は補助対象外（施工業者による設置のみ補助対象となります） 

⑤木箱コンポスト  購入費用（税抜）の 1/2 以内の額（上限 5 千円）。家庭用のみ。 

⑥宅配ボックス  設置費用（税抜）の 1/2 以内の額（上限１万円）。家庭用のみ。 

※自己購入、設置は補助対象外（施工業者による設置のみ補助対象となります） 

■補助対象設備等■ 

・中津川市税等の滞納のない者 

・実績報告時に中津川市内に住所を有している者 

・過去に同一設備への補助金の交付を受けていない者 

・令和 8 年４月１日～令和 9 年 3 月 19 日までの間に補助対象設備に係る工事着手から設置工事

等を完了する者 

■補助対象者■ 

【担当】 

中津川市役所環境水道部環境課 

電話 0573-66-1111（内線 542、543） 
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■補助要件■                                      

補助対象設備 主な補助要件 

①蓄電システム 

（家庭用） 

・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録された定置用の蓄電システムである

こと。 

・同一年度の新設若しくは既設の太陽光発電システム又は燃料電池システムと連

系していること。 

・自らが所有、居住する市内の住宅（別荘を除く。）に設置する者。 

②Ｖ2Ｈ充放電設備 

（家庭用） 

・一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象 V2H 充放電設備として登

録された設備であること。 

・太陽光発電システム及び次世代自動車を同一年度に導入するか既に導入してい

る場合に限る。 

・自らが所有、居住する市内の住宅（別荘を除く。）に設置する者。 

③次世代自動車 

（EV・PHV・FCV） 

（個人用） 

・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池児自動車のうち一般

社団法人次世代自動車振興センターの補助対象車両に登録された車両である

こと。 

・各年度の４月１日以降に当該次世代自動車を新車登録し、自動車検査証の使用

の本拠の位置が「中津川市」であり、かつ、当該自動車の自動車検査証に使用

者及び所有者として記載された個人。 

・EV、PHV については、太陽光発電システム及び V2H 充放電設備を同一年度内

に導入するか既に導入している場合に限る。 

④木質バイオマス

ストーブ 

（家庭用） 

・薪または木質ペレットを燃料とする暖房機であること。 

・消防法や建築基準法等の関連法規に従った施工により設置されていること。 

・施工業者により設置されていること（自己購入・設置は補助対象外）。 

・自らが所有、居住する市内の住宅（別荘を除く。）に設置する者。 

⑤木箱コンポスト 

（家庭用） 

・市の指定する事業者から購入したものであること。 

（指定する事業者につきましては環境課までお問い合わせください） 

・岐阜県産の材料を使用したものであること。 

・自らが所有、居住する市内の住宅（別荘を除く。）に設置する者。 

⑥宅配ボックス 

（家庭用） 

・宅配ボックスとしての使用を目的として販売されているものであること。 

・耐久性及び防水性があり、宅配物を安全に保管できるものであること。 

・ワイヤー、アンカー等で容易に移動させることができないよう盗難対策がなさ

れているものであること。 

・施工業者により設置されていること（自己購入・設置は補助対象外）。 

・自らが所有、居住する市内の住宅（別荘を除く。）に設置する者。 

※リース品・使用済み品は補助対象外です。 
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■手続きの流れ■                                 

 事業の着工（着手）前に申請が必要です。市から交付決定通知書を受け取ったのちに、工事（購入）が可

能です。 

 予算枠に達した時点で、補助制度受付終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※補助金の交付決定通知後に、事業内容を変更又は中止するときは、変更・中止申請書を提出し、承認を

受ける必要があります。変更内容が補助要件に該当しない場合は、交付決定が取消しとなる場合があり

ます。 

２
～
３
週
間
程
度 

１
ヶ
月
半
～
２
ヶ
月
程
度 

補助金の交付申請に必要な書類 

（１） 交付申請書（様式第３号） 

（２） 補助対象設備等導入計画書（様式第４号） 

（３） 建物等の所在を示した地図 

（４） 契約書等の写し（内訳が確認できること） 

（５） カタログ等の設備の仕様能力の示したページ 

（６） 誓約書（様式第５号） 

（７） その他市長が必要と認めたもの 

補助金の請求及び実績報告に必要な書類（共通） 

（１）補助金交付請求書（様式第 10 号） 

（２）実績報告書（様式第 12 号） 

（２）領収書の写し 

（３）補助対象設備等の写真 

（４）設備の配置図（手書きでも可） 

（５）市税完納証明書 

（転入等で中津川市の完納証明書が取れない場合は住

民票） 

※完納証明の日付は、実績報告日以前の３か月以内の

ものとする。 

※そのほか補助対象設備毎に必要な書類があります。 

完了日から３０日以内または事業年度の３月１９日の

いずれか早い日までに提出してください。 

１．事業者等との見積または契約 

２．補助金交付申請書の提出 

３．交付決定通知書の送付 

４．工事着工及び完了・引き渡し 

５．補助金交付請求書および 

実績報告書の提出 

６．市職員による審査、現地確認 

7．補助金の振込手続き 
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■実績報告に必要な個別資料■                              

実績報告に必要な書類（共通）とともに、次の個別資料を揃えて提出すること。 

補助対象設備 提出書類 

①蓄電システム ア）充放電の稼働状況を表示しているモニター等の画面（アプリの画面も可）

の写真等（モニター等が無い場合は、充放電の稼働状況が確認できる配電

図等の書類） 

イ）写真（①蓄電池本体、②蓄電池の型式及び製造番号が確認できる銘板、

③パワコン本体、④パワコンの型式及び製造番号が確認できる銘板、⑤太

陽光パネル又は燃料電池の写真、⑥家の全景） 

※③、④はパワコンを新設した場合のみ必要 

②Ｖ２Ｈ充放電設備 ア）所有する電気自動車等に積載された蓄電池等の容量が確認できる書類 

イ）配線ルート図（太陽光発電システムとの配線が確認できる書類） 

ウ）写真（①型式及び製造番号が確認できる銘板、②本体と次世代自動車と

が接続されている写真、③所有する太陽光の写真） 

③次世代自動車 ア）導入車両の自動車検査証・自動車検査証記録事項の写し 

イ）導入車両の写真（①車体本体、②ナンバープレート、③検査標章・車検

ステッカー、④所用する太陽光及び V２H との接続写真） 

④木質バイオマス 

ストーブ 

ア）写真（①本体、②煙突又は排気口の写真、③家の全景） 

※耐火施工の状況が分かる写真であること 

⑤木箱コンポスト ア）写真（①本体、②設置場所） 

イ）岐阜県産材証明書の写し 

⑥宅配ボックス ア）写真（①本体、②盗難対策が確認できる施工、③家の全景） 

※その他詳しくは、「中津川市ゼロカーボンシティ推進事業補助金交付要綱」あるいは「中津川市公式ホ

ームページ」にて確認してください。 

 

 

中津川市環境課 0573-66-1111（内線 542、543） 

中津川市公式ホームページ http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/ 

 トップページの便利なサービス「申請書ダウンロード」⇒「環境保全」 

⇒「中津川市ゼロカーボンシティ推進事業補助制度」 

HP QR コード 

 

http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/

